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研究報告技術トレンド情報

　近年、携帯電話やミリ波レーダーなど、電磁波を利用した技術が広く用いられるようになってきております。また、電気製品から不要な電磁
波を放出させない、また電磁波を受けて誤作動しないといういわゆるＥＭＣ（電磁環境両立性）への要求も高くなりつつあります。そのような
中、電磁波を制御する材料として活躍しているのが「電磁波シールド材料」と言われるもので、電磁波を吸収・反射し、必要な電磁波だけを必要
な場所に届くようにするために用いられています。
　電磁波シールド材料の性能（シールド性能）を評価する方法は様々に開発されており、目的とする周波数やサンプルの形状などに合わせて
適する手法を選定することとなります。しかしながら、同一素材のサンプルを各手法で測定した場合に、シールド性能値が大きく異なる場合が
有ります。これは各手法の測定原理の違いによる面もありますが、十二分に明らかになってはいません。
　そこで、この研究では当センターが保有する電磁波シールド性能の測定を３つ取り上げ、その結果の不連続性について調査しました。

ここでは、ＫＥＣ法・ＤＦＦＣ法・自由空間法（ＦＳ法）を取り上げます。
測定装置の外観は図１のとおりです。いずれの手法もシート状のサ
ンプルを対象とした手法で、電磁波若しくは電界・磁界の伝搬経路
上に試験対象を設置する事でそのシールド性能を測ります。各手
法の対応周波数など詳細は表１のとおりです。なお、ＫＥＣ法は電磁
波ではなく、電界・磁界に対するシールド性能を評価する手法であ
るため、ＤＦＦＣ法、ＦＳ法の結果と相関がある、電界に対する測定を
行いました。
今回はこれらの手法で炭素含有ゴムシート、電磁波シールド用

ワイヤーメッシュ及びエキスパンドメタルの測定を行いましたが、
ここではエキスパンドメタルの測定結果をご紹介します。

電磁波シールド材料の性能測定における
測定手法間比較

１　はじめに

　2013年度の概算医療費は39兆3千億円となり11年連続の
増加で過去最高を更新しています。介護費を含む保険医療費
は国内総生産（GDP）の1割を超え先進国の平均を上回りまし
た。このため、国民の生活の質（QOL）の向上および膨らんで
いる医療費の縮小のために国民の健康長寿に向けた取り組み
がますます必要となってきています。
　一方、幸いなことに我が国の消費者の健康意識は高まって
おり、食事の栄養バランスを意識している人は約8割を占め、
男性の約6割、女性の約7割が食習慣の改善に栄養成分表示
が必要だと考えています。また、厚生労働省の21世紀におけ
る国民健康づくり運動（健康日本21）では栄養・食生活につい
て基本方針と現状・目標値が示されています。国民の健康意識
を推進力として目標値を達成することで健康に長生きできる
国民が増え、医療費縮小にもつながることが考えられますが、
そのためには消費者の自主的かつ合理的な選択の機会を確保
すること、すなわち、各食品にわかりやすく栄養成分表示がさ
れていることが必要な条件となります（図１）。

　諸外国に目を向けてみますと、深刻な慢性疾患問題を抱え
る米国では1994年に栄養表示が義務化され、その後、ブラジ
ル、オーストラリア、カナダなどの各国が続いています。また、
アジアでも台湾、韓国、中国、インドなどの国や地域で栄養成
分表示が義務化されています。さらにEU諸国でも2016年に
義務化される予定です。

１．栄養成分表示の義務化の背景（※）

　栄養成分の表示値を決定する方法は大きく分けると２つあ
ります。１つは実際に分析を行って得られた数値を記載する方
法であり、もう1つは公的なデータベース等を用いて計算する
等、合理的な推定により得られた数値を記載する方法です。
　分析機関に分析を委託した場合、表示の対象となる栄養成
分のうち表示義務のある成分の分析で約1～2万円、推奨成分
も含むとさらに数万円の分析費用が必要となります。
　食品表示法には「小規模の食品関連事業者の事業活動に及
ぼす影響及び食品関連事業者間の公正な競争の確保に配慮し
て講ぜられなければならない。」という記載があり、分析費用を
捻出するのが困難な場合などに合理的な推定により得られた
数値を使用できることはその配慮のひとつと考えられます。た
だし、必ずしもあらゆる食品に対して公的なデータベース等が
整備されているわけではなく、また、推定値を記載する場合に
は表示値が推定値であることも合わせて表示しなければなら
ない等の制限があります。
　栄養成分表示義務化により事業者
にとっては負担が増えることになりま
すが、分析の低コスト化、公的データ
ベース等の整備が進めばデメリット
は小さくなり、消費者一人一人が栄
養成分表示を活用した健康を意識し
た食習慣の改善につながればそのメ
リットはさらに大きくなっていくと考
えられます（図2）。

２．栄養成分の表示値について

　当センターでは8月24日に「食品表示の概要と対応」と題し
て食品・バイオ技術セミナーを開催しましたが、セミナー資料
提供や栄養成分分析等のご相談にも応じますので、関心のあ
る方はお気軽に下記までお問い合わせください。

３．おわりに

２　実験方法

　図２は今回の測定結果です。まずＫＥＣ法によるシールド性能に
ついては、１ＧＨｚ付近で値が上昇し、ＤＦＦＣ法の値と１０ｄＢほど乖
離しています。また、ＤＦＦＣ法についても、１５ＧＨｚでの値はＦＳ法
の１８ＧＨｚの値と近いですが、周波数が高くなると下がる傾向が
見られました。
　この原因を探るため、各手法での測定周波数を拡大して測定を
行いました。（ＫＥＣ法は上限３ＧＨｚまで、ＤＦＦＣ法は下限８００ＭＨｚか
ら上限２０ＧＨｚまで、ＦＳ法は下限１０ＧＨｚまで。）その結果、図3のと
おりＫＥＣ法では１．３ＧＨｚ付近に大きなピークが現れました。また、Ｄ
ＦＦＣ法においても、測定装置の構造に由来すると考えられる下向
きのピークが１６ＧＨｚ付近に現れました。上記の測定結果の上振れ・
下振れは、これらピークの影響が現れているものと考えられます。
　ピークの発生は何らかの共振現象、則ち反射波の存在に由来す
るものと考えられます。ＤＦＦＣ法の場合の様に器具の構造上不可
避なものも存在しますが、器具の締め直しや劣化した器具の利用
を避けるなどの手法で低減することが可能と考えられます。また、
結果を考察する上では、周波数範囲を広げてピークの発生有無を
検討することも有効であることが分かりました。

３　結　果
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お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気・電子担当　TEL：075-315-8634  FAX：075-315-9497  E-mail：ouyou@mtc.pref.kyoto.lg.jp

図１　各手法の外観　左からＫＥＣ法、ＤＦＦＣ法、ＦＳ法

表１　各手法の詳細

図２　エキスパンドメタルの測定結果
横軸は周波数（対数スケール）
縦軸はシールド性能値

図３　エキスパンドメタルの測定結果
（測定周波数を拡大）

お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 応用技術課 食品・バイオ担当　TEL：075-315-８６３4　FAX：075-315-9497  E-mail：ouyou@mtc.pref.kyoto.lg.jp

2015年4月1日に食品表示法が施行されました。これまで食品衛生法、JAS法、健康増進法の３つの法律によって定めら
れていた食品表示に関するルールが一元化され、これに伴い栄養成分表示の義務化やアレルギー表示の方法等が変更
されます。変更点等の詳細については消費者庁ホームページ（※http://www.caa.go.jp/foods/）にて公開されている各資
料をご確認いただくこととして、この記事では栄養成分表示について解説します。

栄養成分表示について

図１　栄養成分表示と活用例

　左述の背景を踏まえて、栄養成分表示は必要であるという
判断がなされ義務化されることとなりました。

図２　栄養成分表示の
　　  メリット・デメリット

電磁波シールド性能評価について
　当センターでは、ｋＨｚオーダーの低周波領域からＧＨｚオーダーの高周波
領域までの電磁波シールド性能について、上記の手法などを用いて、測定い
ただくことが可能です。また、上記のＦＳ法や、インピーダンスマテリアルアナ
ライザ等を用いて、電磁波シールド性能の基本的な物性パラメータとなる
誘電率・透磁率の測定も可能です。
　ご興味がございましたら、お気軽に下記担当までお問い合わせください。

※参考文献：消費者庁「栄養成分表示検討会報告書」


